
　　１日も早い設置を・・・・。　住宅用火災警報器が大切な命・財産を守ります。

　　住宅火災で亡くなる方が増えています。　
　　なくなった方の半数以上が高齢者となっています。
　　また死に至った原因の７割は逃げ遅れとなっています。
　　火災警報器は、火事をいち早く知らせてくれます。

（平成18年）

　　　消防法及び火災予防条例により、すべての住宅に火災警報器等の設置が
　　　義務付けられました。
　　 ◆既存住宅・・・・平成２３年５月３１日までに設置が必要になります。
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